
事 務 連 絡

令 和 4年 5月 26日

建設業労働災害防止協会熊本県支部長 殿

熊本労働局労働基準部健康安全課長

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について (一部改正)

日頃から安全衛生行政の推進に格段の御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、橋梁等の塗料を剥がす作業や石綿を含有する建築用仕上塗材を除去する作業に

おいて、様々な剥離剤が使用されていますが、剥離剤に含まれる化学物質への引火によ

る火災や、吸入による中毒事案が頻発している状況にあり、原因物質の中には、特定化

学物質障害予防規則 (昭和 47年労働省令第 39号 )、 有機溶剤中毒予防規則 (昭和 47年

労働省令第 36号)などの法令 (以下「特化則等」という。)による規制の対象となって

いる物質以外の物質も含まれていますと

このためて剥離剤を使用する作業において発生した労働災害の事例、剥離剤に含まれ

る化学物質の危[父有害性、剥離剤を使用する作業において講ずべき措置などについて、

まとめられていたところですが、下記のとおり令和 4年 5月 18日 に下部改正されまし

た。

貴団体におかれましては(下記の事項を傘下の会員事業場等に対して周知いただきま

すとともに、法令で規制されているか否かにかかわらず、化学物質の危険有害性を踏ま

えた適正な使用について注意喚起をしていただきますようよろしくお願い申し上げま

す。

なお、ベンジルアルコールは令和 3年 1月 1日 からラベル表示・SDS(安全データシー

ト。化学物質の危【父有害性、取扱い上の注意などが記載された文書。)交付及びリスク

アセスメントの実施の対象となっていることにご留意ください6       「

また、周知用のパンフレットも同封いたしますので、周知にあたりご活用下さい。

鉛中毒予防規則第 40条第 1号により、含鉛塗料のかき落とし業務は「著 しく困難

な場合を除き、湿式によること。」と規定されていることに留意すること。なお、

「著 しく困難な場合」とは、昭和 42年 3月 31日 付け基発第 442号 「鉛中毒予防規

記
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則の施行について」に示すとおり「サンドブラストエ法を用いる場合又は塗布面が

鉄製であり、湿らせることにより錆の発生がある場合等をいうこと。」の他、剥離剤

を吹き付けること等により労働者が高濃度に剥離剤にばく露するおそれがある場合

も含むこと。

塗膜の剥離やかき落とし作業における労働災害防止については、厚生労働省ホー

ムページに掲載する最新の「剥離剤等の製剤を用いて塗膜を湿潤な状態にした後、

剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項」、「剥離剤等を用いず

乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項」をか照する

こと。

<厚生労働省本―ムページの掲載場所>
厚生労働省ホームページ (ト ップページ)>政策について>分野別の政策一覧>雇用・

労働>労働基準>安全・衛生>職場における化学物質対策について>個別分野の化学

物質対策について

中の「剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について」

httpsi//www.mhlw.go.ip/stf/Seisakunitsuite/bunva/0000149924.html



橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事などを行う作業者に

剥離剤による中毒が多発しています !

～ ラベル・SDS(安全データシート)を確認し、通切な対策を～

剥離剤を使用した塗膜の除去作業中に、剥離剤に含まれる有害物 (ジクロロメタン、ベンジル

アルコールなど)を吸い込み、意識不明、視覚障害等となる事案が多発しています。

法令で規制されていない物買でも、人体に有害なもの (中枢神経への毒性だけでなく、発
がん性、生殖毒性を有するもの、化学火傷を生ずるものなど)もありますのでt剥離剤を使
用する場合は、以

~Fの
対策を請じるようにしましょう。

① ラ剣♭。SDSの入手・確認
●使用する剥離剤の容器に表示されているラベル、添付されているSDSを確認※

※特に危険有害情報、取扱いおよび保管上の注意、1氷露防止および保護措置を確認

O SDS力豚 付されていない場合は、販売店舎甫またはメーカーから耳又り寄せる

O SDSを入手できない製品の使用は避ける

② SDSの情報に基づしれてばく露防止措置を実施
● SDSに記載されている1氷露防止および保護措置を確実に実施

● SDSを入手できない製品をやむを得ず使用する場合は、有害物が含まれているものとみなして適切な呼吸

用保護具、保護眼鏡、不浸透性の保護手袋・保護衣などを使用

田
防毒マスクを使用していても、吸収缶が破過して中毒となつている事業が発生しています !

●作業場所をビニ)レシートな贅 覆つて通風力不 十分な場合は、排気装置を設けるなど、作業場所の有害物

の濃度を低減させる対策を実施

剥離剤に含まれる主な物質の有害性とばく露防止対策

ベンジ,レア)レコール ※リスクアセスメント対象物質

(注)他にも様々な有害物が含まれているので、以下の物質を含まない場合も対策は必要です

有
害
性

主
な
対
策

。中本区神経系、腎】蔵に障害
・強い眼刺激
・眠気またはめまいのおそれ
・飲み込むまたは皮膚に接触すると有害

・剥離剤の吹き付け等では送気マスクを使用
・かき落とし作業では送気マスク又は防じん構
能を有する防毒マスクを使用 (吸収缶の破
過に注意)

・保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、
保護長靴の使用

・作業場所の通風が不十分な場合の排気装
置の設置など

。発がんのおそれ
。中枢神経系、呼吸器、肝臓、生殖器に障害
・強い眼刺激、皮膚刺激
。日民気またはめまいのおそれ
。吸入すると有害

・剥離剤の吹き付け等では逃気マスク塁は防
毒マスクを使用 (吸収缶の破過に注意)

。かき落とし作業では送気マスク又は防じん機
能を有する防毒マスクを使用 (吸収缶の破
過に注意)

・保護眼鏡、不浸透性の保護衣、保護手袋、
保護長靴の使用
。作業場所の通風が不十分な場合の排気装置
の設置など

ジクロロメタン ※特定化学物質

0厚 生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署 (R3.フ )




